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新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等に伴う
国民健康保険税等の減免について

■対象保険料（税）　
令和３年度分の国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料で、
令和３年４月１日から令和４年３月３１日までの納期限が設定されているもの。

■内容

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等で、次のいずれかに該当する場合
申請により保険料（税）の減免を受けられます。

①新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方
　➡保険料（税）を全額免除
②新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる世帯の方
　➡保険料（税）の一部を減額

■保険料（税）が一部減額される具体的な要件

　【国民健康保険税・後期高齢者医療保険料】
　（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて 10 分の３
　　　以上減少する見込みであること。
　（２）前年の所得の合計額が 1000 万円以下であること。
　（３）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること。

　【介護保険料】
　（１）事業収入や給与収入など、収入の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて 10 分の３
　　　以上減少する見込みであること。
　（２）収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が 400 万円以下であること。

※主たる生計維持者の令和 2 年中の所得が 0 円以下であった場合や、当該世帯に未申告者がいる場合は
対象外になります。

■お問合わせ先　税務課課税係　☎ 0997 － 72 － 1116

　■お問合わせ先　 財産管理課地籍調査係　☎ 0997 － 72 － 1196

地籍調査への協力依頼について

町民の皆様へ
■地籍調査が実施されない場合は、以下のような問題（デメリット）が発生しています。

１．法務局や役場にある公図（字図）と現地が合わない。（位置・形・面積が合わない。）
２．未実施地域ではリスク（境界トラブル等）を抱えたまま土地取引等が行われている。
３．所有者が自ら地籍を明確にしようとした場合に多くの費用や時間がかかる。

■地籍調査で境界が明確化されることによって、皆様方はもちろん、次の世代の方も安心して土地
　を受け継ぐことができます。また、台風や豪雨等による土砂災害等の被災後の復旧、復興に役立
　つ調査です。

調査の趣旨をご理解いただき、ご協力をお願いします。

【地籍調査への協力について】

※土地の所有者が死亡した場合は、法務局への相続登記の申請が必要です。



☑Information｜July

13　　広報せとうち　July  2021

令
和
3
年
度

「
瀬
戸
内
町
み
な
と
祭
り
」
の
中
止
が
決
定

瀬
戸
内
町
み
な
と
祭
り
協
賛
会
で
は
、

今
般
、
収
束
の
見
え
な
い
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
状
況
等
を
踏
ま
え
、
令

和
3
年
度
の
理
事
会
・
総
会
を
書
面
決

議
で
開
催
し
、
令
和
3
年
度
「
瀬
戸
内

町
み
な
と
祭
り
」
に
つ
き
ま
し
て
は
中

止
と
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
決
定
い

た
し
ま
し
た
。

こ
れ
ま
で
多
く
の
町
民
や
協
賛
団
体
の

皆
さ
ま
方
の
ご
理
解
と
ご
協
力
の
も
と

に
支
え
ら
れ
て
き
た
「
瀬
戸
内
町
み
な

と
祭
り
」
は
、
昨
年
に
続
き
、
2
年
連

続
の
中
止
と
な
り
誠
に
残
念
で
あ
り
ま

す
。
一
日
も
早
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
の
収
束
を
願
っ
て
い
ま
す
。

令
和
3
年
度
は
中
止
で
す
が
、
奄
美
大

島
5
市
町
村
連
携
の
も
と
、
代
替
え
と

な
る
「
花
火
」
の
実
施
を
検
討
し
て
ま

い
り
ま
す
。

「
代
替
花
火
」
の
実
施
時
期
等
に
つ
き

ま
し
て
は
、
奄
美
大
島
5
市
町
村
で
検

討
し
、
確
定
し
ま
し
た
ら
ご
案
内
い
た

し
ま
す
。

本
町
で
は
「
コ
ロ
ナ
に
負
け
る
な
！
応

援
！
感
謝
！
ド
ド
ー
ン
と
花
火
」
と
位

置
づ
け
、
大
島
海
峡
と
瀬
相
港
に
て
同

時
に
行
う
予
定
で
あ
り
ま
す
。「
代
替

花
火
」
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
拡
大
に
よ
り
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
は

も
と
よ
り
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
制
限
に

よ
り
心
身
的
に
も
経
済
的
に
も
厳
し
い

日
々
を
過
ご
し
て
い
る
町
民
の
皆
さ
ま

や
、
日
夜
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
の
最
前
線
で
活
躍
す
る
医
療
従

事
者
等
の
皆
さ
ま
を
応
援
、
感
謝
す
る

機
会
と
し
、
併
せ
て
コ
ロ
ナ
に
負
け
る

な
！
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
予
防
対
策
の
啓
発
、
実
施
を
目
的
と

し
て
行
い
ま
す
。
町
民
の
皆
さ
ま
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　■お問合わせ先　 水産観光課　☎ 0997 － 72 － 1115

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
導
入
支
援
事
業

鹿
児
島
県
商
工
労
働
水
産
部
商

工
政
策
課
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
防
止
対
策
と

し
て
有
効
な
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス

の
普
及
を
図
る
た
め
、
キ
ャ
ッ

シ
ュ
レ
ス
を
新
た
に
導
入
す
る

県
内
の
中
小
・
小
規
模
事
業
者

に
対
し
て
、
導
入
に
要
す
る
経

費
を
補
助
す
る
取
組
を
行
う
予

定
で
す
。
な
お
、
申
請
受
付
期

間
は
７
月
～
９
月
で
す
。

（
申
請
要
領
お
よ
び
申
請
様
式

は
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
７

月
に
掲
載
予
定
）
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■お問合わせ先　鹿児島県商工労働水産部商工政策課　☎ 099 － 286 － 2931 

地
産
地
消
運
動
の
取
組
み
に

つ
い
て
（
朝
市
の
開
催
！
）

大
島
地
域
で
は
、
毎
月
第
3
土
曜
日

を
「
大
島
活
き
活
き
食
の
日
」
と
定

め
、
健
康
で
豊
か
な
食
生
活
の
推
進

や
地
元
食
材
の
利
用
促
進
に
取
り
組

ん
で
お
り
ま
す
。

瀬
戸
内
町
内
で
生
産
さ
れ
た
旬
の
農

林
水
産
物
を
味
わ
い
、
シ
マ
な
ら
で

は
の
豊
か
な
食
材
を
活
用
し
、
家
族

み
ん
な
で
食
卓
を
囲
み
ま
せ
ん
か
？

ま
た
、
地
産
地
消
活
動
の
一
環
と
し

て
、
毎
月
第
3
土
曜
日
の
朝
8
時
30

分
か
ら
海
の
駅
1
階
フ
ロ
ア
に
お
き

ま
し
て
「
朝
市
」
を
開
催
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
町
民
の
皆
さ
ん
多
数
の

お
越
し
を
お
待
ち
し
て
ま
す
！

■
運
営
主
体

海
の
駅
朝
市
協
議
会

（
代
表　

倉
田
）

※
売
り
切
れ
次
第
終
了
予
定
と
な
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
出
店
者
も
募
集
し
て
ま
す
。

　■お問合わせ先　 農林課農政係　☎ 0997 － 72 － 1174

▽県ホームページ
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　地震、火災、風水害などの災害により損害を受けた方には、税金を軽減したり、徴収を猶予するなどの
方法があります。

災害による損害を受けた方への県税の減免等について

■お問合わせ先　大島支庁県税課　 ☎ 0997 ー 57 － 7225
　　　　　　　　　　　　　　　　 ☎ 0997 ー 57 － 7229

■減免
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●期限の延長（県税条例第１４条）
　災害等により県税（全ての税目）の申告、申請、納付、納入等が期限までにできないと認められるときは、
　期限を延長することができます。

●徴収猶予（地方税法第１５条～第１５条の３）
　財産が災害を受けたために、県税の納税者又は特別徴収義務者が、その徴収金を一時に納めることが
　できないと認められるときは、徴収を猶予することができます。

●納税証明書交付手数料の免除（県税条例第７条）
　災害により損害を受けた方が、その復旧等に必要な手続のために使用する県税の納税証明書の交付に
　ついては、その手数料を免除します。

Schoo

遠
隔
教
育
の

受
講
希
望
受
付
の
開
始
に
つ
い
て

こ
の
度
、
奄
美
大

島
の
５
市
町
村
と

遠
隔
教
育
シ
ス
テ

ム
を
活
用
し
、
地

方
創
生
の
推
進

を
図
っ
て
い
る

株
式
会
社Schoo

が
、
包
括
的
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協

定
を
締
結
し
ま
し

た
。

奄
美
大
島
に
居
住

す
る
全
住
民
を
対

象
と
し
た
事
業
と

な
っ
て
お
り
、
本

町
に
お
き
ま
し
て

も
受
講
希
望
者
の

方
に
は
無
償
で
約

６
，
２
０
０
講
座

の
受
講
が
可
能
と

な
っ
て
お
り
ま

す
。

受
講
希
望
申
請
に

関
し
ま
し
て
は
、

随
時
受
け
付
け
て

お
り
ま
す
の
で
、

受
講
対
象
条
件
等

　■お問合わせ先　 企画課企画振興係　担当：中島　

を
ご
確
認
の
上
、
申

請
く
だ
さ
い
。

■
日
時

令
和
３
年
６
月
28
日

～
随
時
受
付

■
場
所

役
場

企
画
課
企
画
振
興
係

■
料
金
：
無
償

■
対
象

瀬
戸
内
町
に
住
所
お

く
方
（
準
島
民
も
対

象
と
な
り
ま
す
。）

■
定
員
：
な
し

■
申
込
方
法

申
込
等
に
つ
い
て

は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

空
間
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
助
成
事
業
説
明
会
の

開
催
に
つ
い
て

■
空
間
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

助
成
事
業
と
は

昨
今
の
働
き
方
の
変
容
に

対
応
し
、
本
町
へ
の
交
流

人
口
の
拡
大
や
地
域
内
経

済
の
活
性
化
の
為
、
本
町

内
に
あ
る
遊
休
資
産
等
を

ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
時
代
の
新

た
な
働
き
方
や
過
ご
し
方

に
対
応
す
る
、
テ
レ
ワ
ー

ク
施
設
又
は
宿
泊
施
設
に

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
す
る
経
費

の
一
部
を
助
成
す
る
事
業

で
す
。

■
助
成
金
額

総
経
費（
交
付
対
象
経
費
）

の
10
分
の
9
以
内
と
し
、

上
限
を
１
０
０
万
円
と
し

ま
す
。

■
交
付
対
象
経
費
（
書
類

お
よ
び
実
地
審
査
あ
り
）

施
設
の
改
修
費
用
お
よ
び

備
品
購
入
費　

※
備
品
の
購
入
は
全
体
の

20
％
以
内

■
遊
休
資
産
等
と
は

飲
食
店
舗
の
使
わ
れ
て
い

な
い
ス
ペ
ー
ス
、
空
き

テ
ナ
ン
ト
、そ
の
他（
現

に
飲
食
店
舗
や
宿
泊
施

設
と
し
て
営
業
し
て
お

り
テ
レ
ワ
ー
ク
施
設
等

へ
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
を

検
討
す
る
施
設
な
ど
。）

■
日
時

令
和
3
年
9
月
26
日
㈰

14
時
開
始
予
定

■
場
所

役
場
4
階　

第
2
・
3
委
員
会
室

■
対
象

町
内
の
遊
休
資
産
等
を

お
持
ち
の
方
又
は
そ
の

代
理
人
の
方

　■お問合わせ先　 企画課企画振興係　担当：手嶋　☎ 0997 － 72 － 1112

▽町ホームページ
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■お問合わせ先　建設課森林土木係　 ☎ 0997 ー 72 － 1197 

土石流および山崩れ災害についてのお知らせ
近年、梅雨期の豪雨や台風により、多くの山地災害が発生していることから、梅雨期にあたり、土石流が
発生した場合、被害を受ける危険性があり、緊急的な防災対策が必要となりますのでお知らせします。
雨の日は気象情報や防災無線の情報に注意し早めの避難を心がけましょう。
特に雨が降っているときに土石流の前兆現象を感じた場合や、市町村からの避難の連絡があった場合は、
速やかに避難所へ避難しましょう。
また、記録的な豪雨が予想される場合は、今までにない規模の災害が起こる危険性があります。
さらに、雨が降り止んだ後でも、土石流が発生することもありますので注意しましょう。
なお、山地災害に関してお気づきのことがあれば、
瀬戸内町役場建設課森林土木係（☎７２－１１９７）まで連絡してください。

【土石流災害について】
谷や斜面に貯まった土・石・砂などが梅雨や台風な
どの集中豪雨による水と一緒になって、一気に流れ
でてくるのが土石流です。破壊力が大きく、また、
速度も速いので、大きな被害をもたらします。

【土石流の前兆現象】
　●山鳴り、立木の裂ける音、
　　石のぶつかりあう音が聞こえる。
　●雨が降り続いているのに、川の水位が下がる。
　●川の水が急に濁ったり、流木がまざりはじめる。

【山崩れ災害について】
地面にしみこんだ水分が土の抵抗力を弱め、弱く
なった山の斜面が突然崩れるのが山崩れです。突発
的に起こり、瞬時に崩れるので、逃げ遅れる人も多
く犠牲者の割合も高くなります。また、地震をきっ
かけに起こることもあります。

【山崩れの前兆現象】
　●わき水の量が急に増える。
　●枯れたことの無いわき水が止まる。
　●わき水が濁る。
　●山の斜面を水が走り始める。
　●地鳴りの音がきこえだす。
　●山の斜面に亀裂が走る。
　●山の木が傾く。
　●石が転がり落ちてくる。

瀬
戸
内
町
島
外
大
学
生
等
修
学
支
援
事
業

（
令
和
３
年
度
入
学
生
も
対
象
に
な
り
ま
し
た
！
）

瀬
戸
内
町
で
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
の
影
響
で
、
世

帯
収
入
の
減
少
や
ア
ル

バ
イ
ト
収
入
の
減
少
等

に
よ
り
、「
学
び
の
継

続
」
が
困
難
と
な
っ
て

い
る
島
外
在
住
の
大
学

生
等
に
経
済
的
な
支
援

を
し
ま
す
。

※
令
和
２
年
度
の
在
学

生
に
引
き
続
き
、
令
和

３
年
度
新
た
に
入
学
し

た
学
生
も
対
象
と
な
り

ま
す
。

た
だ
し
、
1
度
受
給
し

た
方
は
対
象
外
で
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
お

問
合
せ
下
さ
い
。

■
申
請
期
間

令
和
３
年
７
月
１
日
～

令
和
３
年
10
月
31
日

■
場
所

瀬
戸
内
町
教
育
委
員
会　

総
務
課　

総
務
係

■
支
援
交
付
額

1
人
： 

３
０
，
０
０
０
円

■
対
象

令
和
３
年
１
月
1
日
に
在
学
し

て
い
る
者
、
お
よ
び
令
和
３
年

４
月
に
新
た
に
入
学
し
た
者

で
、
瀬
戸
内
町
の
住
民
基
本
台

帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
護
者

が
い
る
島
外
在
住
の
学
生
（
大

学
生
・
短
大
生
・
専
門
学
校
生
・

高
等
専
門
学
校
生
・
大
学
院
生
・

専
修
学
校
生
）

※
前
回
受
給
し
た
方
は
対
象
外

で
す
。

■
申
込
方
法

瀬
戸
内
町
島
外
大
学
生
等
修
学

支
援
金
交
付
申
請
書
と
請
求
書

に
て
申
請

【
関
係
書
類
（
写
し
可
）：
在
学

証
明
ま
た
は
学
生
証
・
通
帳
・

学
生
と
保
護
者
の
関
係
が
わ
か

る
資
料
（
保
険
証
等
）】

　■お問合わせ先　 教育委員会総務課総務係　担当：静島　☎ 0997 － 72 － 0113
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